
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、平成２１年４月１日現在の人数である。

 (3) 特記事項
　特別職等の給料月額において、市長は３０％、副市長は１８％、教育長は１３％減額しており、これを基礎として計算

される手当にも反映しています。期末手当について、平成２１年度は支給率を０．６５か月独自削減し年間３．５か月と

しており、平成２２年度からは、国の引き下げ分０．２か月分を相殺し、支給率０．４５か月分の独自削減を行い、年間

３．５か月としています。また、期末手当計算の基礎額に係る役職加算も凍結しています。

　一般職（教育長を除く）においては、平成１５年度比較で、平成１６年度は３％、平成１７年度は５％、平成１８年度

は７％の給料月額の独自削減を実施、平成１９年度には給与構造改革を導入したうえ５％の独自削減を実施し、平成１５

年度比較で約１０％の給料削減を行っており、これを基礎として計算される手当（退職手当を除く）にも反映していると

ころです。管理職手当についても平成９年１０月から一部削減しており、平成１６年４月１日から部長職と次長職は１３

％、課長職は８％を本来の額から減額しており、特殊勤務手当は平成１９年度に大幅な見直しを実施し７７種類から２１

種類へ削減しましたが、医師確保の観点から、平成２１年度より２８種類となっています。退職手当は国が構造改革導入

と同時に支給している調整額について、支給を凍結しています。期末勤勉手当について平成２２年度は、医師を除き、支

給率を０．３か月分削減し年間３．６５か月としており、計算の基礎額に係る役職加算については、６月支給分のみ凍結

しています。

 (4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
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２　一般行政職給料表の状況（２２年４月１日現在）

　（注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２２年４月１日現在）
1)一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

2)技能労務職

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

円

円 円

円 円

円 円

円 円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成１７～１９年の３か年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては

　前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

3)教育職　（指導主事及び社会教育主事）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、２２年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての

　　　　諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が

　　　　含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。
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 (2) 職員の初任給の状況（２２年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 － 円

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２２年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

※　技能労務職の平均給料月額が高いのは、一般行政職と比較し、平均的に採用時の年齢が高いため。

４　一般行政職の級別職員数等の状況

 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（２２年４月１日現在）

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

（注）１　小樽市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（注１）平成１９年度に９級制から８級制に変更している。（給与構造改革の導入にあわせ、旧給料表の３級と４級を統合等）

（注２）級別毎に小数点第２位を四捨五入しているため、構成比合計割合が１００％にならない場合もある。

大　学　卒

（該当者なし）

（該当者なし）教　育　職

（該当者なし）高　校　卒

（該当者なし）中　学　卒

　高度の知識又は経験を必要とする係員

１　　級

283,400

（該当者なし）

（該当者なし）

技能労務職

334,914高　校　卒技能労務職

大　学　卒

高　校　卒

高　校　卒

区　　　         分

129,200

165,700

標　準　的　な　職　務　内　容

281,089

273,938高　校　卒

304,171

4.6　係員

1.8

8.9

174

156

21.4

　係長職・主任職

27.4

30.5

4.9

3 0.5

10

51

職員数

122

28

構成比

172,200

129,592

－

140,100

159,285

129,200

129,592

大　学　卒

　課長職・特に複雑又は困難な業務を処理する係長職

（該当者なし）

（該当者なし）

経験年数１５年 経験年数２０年

区　　分

327,640

（該当者なし）

　部長職・複雑又は困難な業務を処理する部次長職

137,200

（該当者なし）

（該当者なし）

経験年数１０年

一般行政職

区 分

257,940

133,500

133,500

中　学　卒

一般行政職

４　　級

７　　級

　部次長職・複雑又は困難な業務を処理する課長職

５　　級

２　　級

８　　級

３　　級

　複雑又は困難な業務を処理する係長職・複雑又は困難な業務を処理する主任職

　複雑又は困難な業務を処理する部長職

小樽市
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６　　級

国
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１級

2.2%

２級
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２級

13.2%

３級
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３級

32.4%
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 (2) 昇給への勤務成績の反映状況
　 １．勤務成績の評定の実施状況

地方公務員法第４０条に基づき、毎年１月１日を評定日（昇給日）として全職員に対して勤務成績の評定を実施。

なお、平成２０年１２月から、管理職（課長職以上）を対象とした能力・業績に基づく人事評価の試行を開始。

２．昇給への勤務成績の反映状況

一部、人事評価を試行中であるが（管理職）、まだ本格的な実施ではないため、病気休暇等以外の理由による昇給

区分の差は設けていない。

５　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（２１年度） １人当たり平均支給額（２１年度）

千円　 千円　

（２１年度支給割合） （２１年度支給割合） （２１年度支給割合）

　　　期末手当　　　　　勤勉手当 　　　期末手当　　　　　勤勉手当 　　　期末手当　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

　・役職加算 　・役職加算　　　５～２０％ 　・役職加算　　　５～２０％

　・管理職加算　１０～２５％ 　・管理職加算　１０～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）
　 １．勤務成績の評定の実施状況

地方公務員法第４０条に基づいた勤務成績の評定は現在行っていないが、平成２０年１２月から、管理職（課長職

以上）を対象とした能力・業績に基づく人事評価を試行している。

２．勤勉手当への勤務成績の反映状況

一部、人事評価を試行中であるが（管理職）、まだ本格的な実施ではないため、成績率による差は設けず（病気休

暇等による在職期間の除算はあり）、一律の支給（６月：７０/１００、１２月：７０/１００）を行った。

 (2) 退職手当（２２年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

なし 定年前早期退職特例措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 （２％～２０％加算）

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、２１年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当（２２年４月１日現在）
千円

円

％ 人 ％

％ 人 ％

2,701

2.75

1,669

－

1.402.75

1,161

1.401.40

41.34

支給実績（２１年度決算）

18東京事務所勤務の職員

支給率

59.28

1,050,988

18

44

支給職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算）

23.50

北 海 道

59.28

国

職制上の段階、職務の級等による加算措置

小 樽 市 国

33.5033.50

47.50

（ -  ）

30.55

2.10

47,294

５～２０％

勧奨・定年

職制上の段階、職務の級等による加算措置

医師以外の職員は、上記加算を凍結（平成20年４月から）

59.28

41.34

59.28

国の制度（支給率）

医師・歯科医師

59.28

支給対象地域

15

支給対象職員数

23.50

1

（0.70）（ -  ） （1.50） （0.70） （1.50）

30.55

小　　　　　　　　　　　樽　　　　　　　　　　　市

職制上の段階、職務の級等による加算措置

（支給率）勧奨・定年

15

22,252

自己都合（支給率）

47.5059.28

自己都合
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 (4) 特殊勤務手当（２２年４月１日現在）
千円

　円

　％

消防職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜
（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）におい
て行われる通信指令業務に従事する勤務でその勤務時間が深夜の
一部を含む勤務である場合で深夜における勤務時間が２時間未満
であるとき

勤務１回につき 410円

保健所長以外の医師又は歯
科医師

保健所長である医師

保健所長以外の保健所医
師又は歯科医師

困難業務手当 消防職員

消防職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜
（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）におい
て行われる通信指令業務に従事する勤務でその勤務時間が深夜の
全部を含む勤務である場合

勤務１回につき 1,100円

勤務１回につき 730円

建設部に所属する職員が、交通を遮断することなく行う道路の維持
修繕の作業その他の作業で総務部長が定めるものに従事する勤務

１日につき 300円

生活環境部に所属する職員が、し尿浄化槽内において行う当該浄
化槽の清掃作業及びこれに付随する作業に従事する勤務

１日につき 550円

医師又は歯科医師

主な支給対象職員

生活環境部職員

消防職員

病院の診療放射線技師又は
エックス線助手

１月につき 50,000円

支給実績（２１年度決算）

１日につき 840円

前号に掲げる職員以外の職員が、警報発令下におけるその異常な
自然現象により重大な災害が発生するおそれがある箇所又は発生し
た箇所において、その応急作業に従事する勤務

支給職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算） 1,335,882

左記職員に対する支給単価

１日につき 730円

手当の名称

消防職員以外

420,803

建設部職員

主な支給対象業務

保健所における診療業務に従事する勤務

医療職給料表の適用を受ける者が従事する勤務

19.0

28手当の種類（手当数）

職員全体に占める手当支給職員の割合（２１年度）

週休日又は休日に勤務命令を受けて勤務する際の交通費

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜（午後１０時から
翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）において行われる看護
等の業務に従事する勤務で、その勤務時間が深夜の全部を含む勤
務である場合

消防職員が、警報発令下におけるその異常な自然現象又は大規模
な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において放
水、人命救助、破壊、機関操作、吸水又は救急活動に従事する勤
務

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜（午後１０時から
翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）において行われる看護
等の業務に従事する勤務で、その勤務時間が深夜の一部を含む勤
務である場合で深夜における勤務時間が４時間以上であるとき

勤務１回につき 2,900円

勤務１回につき 3,300円

勤務１回につき 6,800円

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜（午後１０時から
翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）において行われる看護
等の業務に従事する勤務で、その勤務時間が深夜の一部を含む勤
務である場合で深夜における勤務時間が２時間以上４時間未満であ
るとき

危険業務手当

企業職員
有害業務手当

医師業務手当

１月につき 50,000円

１月につき 150,000円

１月につき 150,000円

業務に必要な調査研究に従事する勤務

週休日等通勤費

業務に必要な調査研究に従事する勤務

病院の助産師、看護師又は
准看護師

企業職員
困難業務手当

危険業務手当

危険業務手当

保健所
診療業務手当

保健所における診療業務に従事する勤務

１月につき 7,000円
エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事する
勤務

不快業務手当

調査研究手当

１月につき 50,000円

交通機関での通勤者（通勤
手当として定期代相当額を
支給されているものを除く。）

保健所長である医師

消防職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜
（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）におい
て行われる通信指令業務に従事する勤務でその勤務時間が深夜の
一部を含む勤務である場合で深夜における勤務時間が２時間以上４
時間未満であるとき

交通費実費
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※再任用短時間勤務職員の月額手当・日額手当は、勤務時間に応じて割り落とした額となる。

医師又は歯科医師

勤続年数が１年以上３年未満の医師が医療業務に従事する勤務

勤続年数が１年以上の医長が医療業務に従事する勤務

勤続年数が１年未満の医師が医療業務に従事する勤務 １月につき 29,500円

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師 病院に勤務する医師が患者の往診に従事する勤務
当該往診に係る往診料の
100分の50に相当する額

勤続年数が３年以上５年未満の医師が医療業務に従事する勤務 １月につき 32,500円

１月につき 90,000円

１月につき 31,000円

勤続年数が８年以上の医師が医療業務に従事する勤務 １月につき 40,000円

勤続年数が５年以上８年未満の医師が医療業務に従事する勤務 １月につき 37,000円

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師
医師が小樽市病院事業使用料及び手数料条例施行規程（平成２１
年小樽市病院局規程第２１号）第３条第３号の表左欄に掲げる診断
書又は証明書を作成する勤務

勤務１回につき作成した同
表左欄に掲げる診断書又は
証明書の区分に応じ、同表
中欄に定める額の２分の１の
額

企業職員
医師業務手当

１月につき 68,000円

勤続年数が１年未満の医長が医療業務に従事する勤務 １月につき 65,000円

管理者が指定する休日救急当番日において日直勤務を命ぜられた
医師が医療業務に従事する勤務

企業職員
医師業務手当

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師 医療職給料表の適用を受ける者が調査研究に従事する勤務 １月につき 100,000円

院長及び副院長が医療業務に従事する勤務 １月につき管理者が別に定める額

医療部長が医療業務に従事する勤務

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師
兼務の発令を受け、小樽病院に勤務する医師が医療センターで、医
療センターに勤務する医師が小樽病院で、それぞれ診療に従事す
る勤務

１日につき 5,000円

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師 管理者が特に認める勤務 管理者が定める額

１日につき 40,000円

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師
前号に規定する日以外の日に宿日直勤務を命ぜられた医師が医療
業務に従事する勤務

１日につき 10,000円

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師
正規の勤務時間外において宿日直勤務を命ぜられた医師以外の医
師が救急又は入院患者の病状急変のため呼出しを受けて診療に従
事する勤務

勤務１回につき10,000円。ただ
し、当該勤務に従事した引き続く
時間が４時間以上となったときは
20,000円、１日の中における３回
目及び４回目の呼出しのときは
5,000円とし、５回目以降は支給
せず、かつ、１日の支給限度額
は30,000円

医師又は歯科医師

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師 正規の勤務時間外において医師が緊急の手術に従事する勤務

勤務１回につき10,000円。ただ
し、当該勤務に従事した引き続く
時間が４時間以上となったときは
20,000円

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師
管理者が指定する救急当番日のうち宿日直勤務を命ぜられた日以
外の日における医師の市内での待機

１日につき 5,000円

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師
休日等において宿日直勤務を命ぜられた医師以外の医師が術後回
診等に従事する勤務

１日につき 5,000円

下水道マンホール内において汚泥処理作業に従事する勤務

週休日又は休日に勤務命令を受けて勤務する際の交通費

左記職員に対する支給単価

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師

企業職員
週休日等通勤費

交通費実費

医師又は歯科医師

１日につき400円

交通機関での通勤者（通勤
手当として定期代相当額を
支給されているものを除く。）

１日につき730円

医師が保健所の主催する健診業務に従事する勤務 勤務１回につき 10,000円

休日等において宿日直勤務を命ぜられた医師以外の医師が透析診
療に従事する勤務

１日につき30,000円。ただ
し、当該勤務に従事した引き
続く時間が７時間45分を超
えたときは40,000円

警報発令下におけるその異常な自然現象により重大な災害が発生
するおそれがある箇所又は発生した箇所において、その応急作業に
従事する勤務

企業職員
危険業務手当

企業職員
不快業務手当

水道局職員

水道局職員

企業職員
医師業務手当

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
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 (5) 時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

（注）　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

 (6) その他の手当（２２年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

※　「５　職員の手当の状況」に記載している決算額は全会計（病院事業会計・上水道事業会計・下水道事業も含む）を合計したものです。

222,745

支給実績
（２１年度決算）

支給実績（２０年度決算）

451,275

同 54,239－

－ 千円51,445

千円 127,023

同

120,800千円

－ 696

152,160

勤務異動に伴い、住居を移転し、やむを得ない事
情により同居していた配偶者と別居し、単身で生
活することを常況とし、距離制限を満たす場合支
給
23,000円に交通距離に応じて加算する額（上限
45,000円）を月額として支給

同

寒冷地手当

単身赴任手当

１１月～３月の各月の初日に在職する職員に対し
て、その世帯区分に基づき支給
①世帯主　　月額 23,360円
②準世帯主　　月額 13,060円
③非世帯主　　月額 8,800円
④その他　　支給なし

326,636

宿日直手当

管理職手当
国

定額制だが支
給額が異なる

住居手当

休日勤務手当

異

支給実績（２１年度決算）

あらかじめ割り振られた正規の勤務時間以外の時
間や休日に宿直や日直の勤務を行った場合に支
給
①通常の宿日直
　　１回4,200円（半日直2,100円）
②病院において入院患者の病状の急変等に対処
　するための医師又は歯科医師の宿日直
　　１回20,000円
③緊急医療従事及び器具等監視
　　１回5,900円（半日直2,950円）
④常直的な宿日直勤務
　　月額21,000円
　　（勤務日数が月の2分の1以下の場合
　　　月額10,500円）

正規の勤務時間として、午後１０時から翌日の午
前５時までの間に勤務を命ぜられた場合、１時間
当たりの給与額に100分の25の割合を乗じて得た
額を時間数に応じて支給

夜間勤務手当

職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算）

同

職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算）

休日等の正規の勤務時間帯に勤務した場合に、
１時間当たりの給与額に100分の135の割合を乗じ
て得た額を時間数に応じて支給

内容及び支給単価

国
持家の場合

支給なし

国の制度と
異なる内容

334

同

国の制度
との異同

異

321,964

通勤手当 －

（２１年度決算）

平均支給年額

150,015

千円 249,995

－

扶養手当
①配偶者　月額 13,000円
②配偶者以外　月額 6,500円
　　（16歳から22歳までの子　1人5,000円加算）

同

－

片道の通勤距離が２ｋｍ以上で、交通機関・用具
を利用する職員に支給

手　当　名

307

696,000

千円

－

119,205

千円

①持家の場合月額 8,000円
②借家の場合
　月額 12,000円を超える家賃を支払っているとき
に
　限り一定の計算方法による額
　（上限 月額 27,000円）

126,987

101,451

千円

552,119

課長職以上の管理職に支給（独自削減あり）
①部長職　　　 月額 65,250円
②次長職　　　 月額 52,200円
③課長職　　　 月額 41,400円

同 ※時間外手当に含む

支給職員１人当たり

192,019 千円
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６　特別職の報酬等の状況（２２年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円）

円 円／ 円

（ 円）

円 円／ 円

（ 円）

円 円／ 円

（ 円）

円 円／ 円

（ 円）

円 円／ 円

（ 円）

　（２２年度支給割合）

月分

　（２２年度支給割合）

月分

（支給時期）

任期毎

任期毎

　－

（注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

　　　２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）

　　　　勤めた場合における退職手当の見込額である。

７　職員数の状況

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

新人配置、欠員補充

業務の見直し

欠員不補充

業務増

欠員不補充、業務の見直し

欠員不補充

欠員不補充、業務の見直し

欠員不補充、業務の見直し

欠員不補充

欠員不補充、業務の見直し

業務の見直し、民間委託

欠員補充

欠員補充

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

土 木

民 生

衛 生

241

商 工

教 育 部 門

12

普
通
会
計
部
門

小　計

163

市 長

給
　
　
料

区 分

10

小　計

30

99

議 会

農林水産

660

68

481

＜参考＞
人口１万人当たり職員数　７７．９２人
（類似団体の人口１万人当たりの職員数　７３．５５人）

153

242

＜参考＞
人口１万人当たり職員数　１２４．１７人

病 院

16

1,041

477

下 水 道

消 防 部 門

624

消防団を除くと1,965

[　2,479　］

▲ 7

▲ 6

1,694

109

3

75

2

▲ 29

▲ 35

　　－

▲ 13

0

5

▲ 2

▲ 1

＜参考＞
人口１万人当たり職員数　４９．４０人
（類似団体の人口１万人当たりの職員数　５３．１４人）

▲ 10

消防団を除くと1,965

合　　計

1,659

小 計

そ の 他

112

595,000

副 議 長

[　2,479　］ [　0　］

57

▲ 4

618

▲ 8

給 料 月 額 等

14,862,960

534,000

418,950

623,000

              －

1,080,000

840,000

490,000

649,440

507,300

688,100

983,000

（参考）類似団体における最高／最低額

収 入 役

議 長

副 市 長

報
　
　
酬

457,900

1

総 務

10

平成２２年

議 長

792,000

－

－

市 長

対前年
増減数

備考

市 長

538,000

482,000

一
般
行
政
部
門

169

       －

66

退
職
手
当

給料月額×支給率（450/100）×勤続年数

期
末
手
当

                          －

副 議 長

議 員

　　（算定方式）

収 入 役

120

水 道

30

10

職員数

64

164

675

431,000

369,000

議 員

収 入 役

副 市 長

11,689,920

339,000

441,000

3.50

副 市 長

給料月額×支給率（540/100）×勤続年数

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　　 門

　　　　　　　　　　　　区　　分
　部　　門

税 務

140

54

14

労 働

収入役は平成１８年度から配置せず

1,070

2

0

平成２１年

▲ 15

▲ 1

164

2

（１期の手当額）

▲ 1

3.50

630,000

（各年４月１日現在）

主な増減理由
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 (2) 年齢別職員構成の状況（２２年４月１日現在）

　

 (3) 職員数の推移

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

（単位　：　人・％）

年度

部門別

一般行政

１８年 １９年 ２０年 ２１年

▲ 353 （▲17.5％）

719 713 681

消防

普通会計

公営企業等会計計

総合計

▲ 16

教育

▲ 218 （▲17.3％）

▲ 135 （▲17.9％）

1,239 1,182 1,129 1,070

618

1,895 1,810 1,694 1,659

過去５年間
の増減数（率）

▲ 154 (▲18.9％)

▲ 48 (▲25.5％）

（▲6.2％）

185 179 166 153

250 249 242

814

1,041

2,012

800 753 714 675

257

1,259

254

624

1,958

１７年

人

～

24歳20歳 28歳

31歳

～

39歳

52歳

人

～

計

56歳48歳

～

人

35歳

32歳 36歳
～

40歳

～

221

47歳27歳 51歳

188

1,658

人

660

140

4

241

5 81

人人

20歳

職員数

未満

44

23歳

～

区　分

～

60歳44歳

以上59歳

～

207213234

人

～

753

人 人

55歳43歳

２２年

人人

138 20694 211

人人

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

構成比

５年前の構成比

%
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８　公営企業職員の状況

 (1) 上水道事業

    1)職員給与費の状況1) 職員給与費の状況

     ア　決算ア　決算

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、平成２１年４月１日現在の人数である。

イ　特記事項

　平成１５年度比較で、平成１６年度は３％、平成１７年度は５％、平成１８年度は７％の給料月額の独自削減を実施、

平成１９年度には給与構造改革を導入したうえ５％の独自削減を実施し、平成１５年度比較で約１０％の給料削減を行っ

ており、これを基礎として計算される手当（退職手当を除く）にも反映しているところです。管理職手当は平成１６年４

月１日から部長職と次長職は１３％、課長職は８％を本来の額から減額しており、特殊勤務手当は平成１９年度に大幅な

見直しを実施し１５種類から４種類へ削減、さらに平成２１年度に１種類削減し、３種類となっています。

　退職手当は国が構造改革導入と同時に支給している調整額について、支給を凍結しています。期末勤勉手当については

平成２２年度は、支給率を０．３月分削減し年間３．６５か月としており、計算の基礎に係る役職加算については、６月

支給分のみ凍結しています。

2) 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２２年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

3) 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（２１年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　勤勉手当

月分 月分

月分 月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（２２年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

なし なし

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、２１年度に退職した職員に支給された平均額である。

33.50 41.34

47.50 59.28

59.28

（支給率）　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

1.40

0

33.50 41.34

15,624

59.28

47.50

366,719

（ -  ）

（支給率）　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

1,609

59.28

30.55

（ -  ）

50,211

　　　　　　区　　分

518,230

団 体 平 均

平　均　年　齢

小 樽 市

市町村　（一般行政職・団体平均等）

１人当たり平均支給額（２１年度）

87,555

千円

基本給

430,926

事 業 者

１人当たり平均支給額（２１年度）

47.8 340,159

23.50 30.55

小　　　　　　　　　　　樽　　　　　　　　　　　市 市町村　（一般行政職・団体平均等）

1,172

5,746 6,567

546,495

平均月収額

給　与　費

千円 千円千円

２１年度
2,520,182 315,160

千円　　　　　千円

75

A
区分

２１年度

職員数

区分
総費用

59.28

23.50

59.28

45.6

B

21.4539,780

千円

22.8

293,160

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

千円

千円　

一人当たり
給与費　B／A計　　　　B

20年度の総費用に占
める職員給与費比率

（参考）類似団体平
均一人当たり給与費

職員給与費

％　

総費用に占める
職員給与費比率

B／A

（参考）

A

小　　　　　　　　　　　樽　　　　　　　　　　　市

2.10

純損益又は実質収支

％
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ウ　地域手当（２２年４月１日現在）

千円

円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２２年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（２２年４月１日現在）  

円

円

円

円

円101,655寒冷地手当

１１月～３月の各月の初日に在職する職員に対し
て、その世帯区分に基づき支給
①世帯主　　月額 23,360円
②準世帯主　　月額 13,060円
③非世帯主　　月額 8,800円
④その他　　支給なし

同 － 7,624 千円

543,000

休日勤務手当
休日等の正規の勤務時間帯に勤務した場合に、
１時間当たりの給与額に100分の135の割合を乗じ
て得た額を時間数に応じて支給

同 － ※時間外手当に含む

管理職手当

課長職以上の管理職に支給（独自削減あり）
①部長職　　　 月額 65,250円
②次長職　　　 月額 52,200円
③課長職　　　 月額 41,400円

同 －

134,481

通勤手当
片道の通勤距離が２ｋｍ以上で、交通機関・用具
を利用する職員に支給 同 － 6,293

9,010 千円

92,550

千円

①配偶者　月額 13,000円
②配偶者以外　月額 6,500円
　　（16歳から22歳までの子　1人5,000円加算）

同

千円

住居手当

①持家の場合月額 8,000円
②借家の場合
　月額 12,000円以上の家賃を支払っているときに
　限り一定の計算方法による額
　（上限 月額 27,000円）

－

週休日又は休日に勤務命令を受けて勤務する際の交通費 交通費実費

千円 224,773

職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算） 211

手　当　名

支給実績（２１年度決算）

内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

0

支給対象職員数

職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算）

0

週休日等通勤
費

交通機関での通勤者（通勤手当
として定期代相当額を支給され
ているものを除く。）

警報発令下におけるその異常な自然現象により重大な災害が発生するおそれ
がある箇所又は発生した箇所において、その応急作業に従事する勤務

支給実績（２０年度決算）

水道局職員

支給対象者なし 0 0

11.8

7

823

左記職員に対する支給単価

14,985

支給対象地域 支給率

支給実績（２１年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算）

0

国の制度（支給率）

手当の種類（手当数）

支給実績（２１年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（２１年度）

164

１日につき730円

１日につき400円

主な支給対象業務

支給実績
（２１年度決算）

支給職員１人当たり

平均支給年額

（２１年度決算）

扶養手当 12,363

同 －

4,887

3

危険業務手当

支給職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算）

手当の名称 主な支給対象職員

不快業務手当 水道局職員 下水道マンホール内において汚泥処理作業に従事する勤務

10,971
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(2) 下水道事業

    1)職員給与費の状況1) 職員給与費の状況

     ア　決算ア　決算

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、平成２１年４月１日現在の人数である。

イ　特記事項

　平成１５年度比較で、平成１６年度は３％、平成１７年度は５％、平成１８年度は７％の給料月額の独自削減を実施、

平成１９年度には給与構造改革を導入したうえ５％の独自削減を実施し、平成１５年度比較で約１０％の給料削減を行っ

ており、これを基礎として計算される手当（退職手当を除く）にも反映しているところです。管理職手当は平成１６年４

月１日から部長職と次長職は１３％、課長職は８％を本来の額から減額しており、特殊勤務手当は平成１９年度に大幅な

見直しを実施し１５種類から４種類へ削減、さらに平成２１年度に１種類削減し、３種類となっています。

　退職手当は国が構造改革導入と同時に支給している調整額について、支給を凍結しています。期末勤勉手当については

平成２２年度は、支給率を０．３月分削減し年間３．６５か月としており、計算の基礎に係る役職加算については、６月

支給分のみ凍結しています。

2) 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２２年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

3) 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（２１年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　勤勉手当

月分 月分

月分 月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（２２年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

なし なし

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、２１年度に退職した職員に支給された平均額である。

22,408 13,477

59.28

33.50 41.34

59.28

23.50 30.55 23.50 30.55

59.28

33.50 41.34

47.50 59.2847.50

千円

64,305 14,033 20,049 98,387 5,787 6,520

（参考）類似団体平
均一人当たり給与費

一人当たり
給与費　B／A

千円 千円

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　　　B

千円 千円

職員数 給　与　費

％　

3,295,530 425,681 141,523 4.3 6.0

千円　 千円　 ％　　　　千円

（参考）

20年度の総費用に占
める職員給与費比率A B B／A

総費用 純損益又は実質収支 職員給与費

平均月収額

59.28

1,179 1,572

363,354

小　　　　　　　　　　　樽　　　　　　　　　　　市 市町村　（一般行政職・団体平均等）

（支給率）　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

2.10 1.40

（ -  ）

団 体 平 均 44.6

（ -  ）

59.28

小　　　　　　　　　　　樽　　　　　　　　　　　市 市町村　（一般行政職・団体平均等）

　　　　　　区　　分

事 業 者

544,269

559,206小 樽 市 46.3 341,368

総費用に占める
職員給与費比率区分

区分

２１年度 17
千円

A

平　均　年　齢 基本給

１人当たり平均支給額（２１年度） １人当たり平均支給額（２１年度）

２１年度
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ウ　地域手当（２２年４月１日現在）

千円

円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２２年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（２２年４月１日現在）  

円

円

円

円

円106,338寒冷地手当

１１月～３月の各月の初日に在職する職員に対し
て、その世帯区分に基づき支給
①世帯主　　月額 23,360円
②準世帯主　　月額 13,060円
③非世帯主　　月額 8,800円
④その他　　支給なし

同 － 1,808 千円

496,800

休日勤務手当
休日等の正規の勤務時間帯に勤務した場合に、
１時間当たりの給与額に100分の135の割合を乗じ
て得た額を時間数に応じて支給

同 － ※時間外手当に含む

管理職手当

課長職以上の管理職に支給（独自削減あり）
①部長職　　　 月額 65,250円
②次長職　　　 月額 52,200円
③課長職　　　 月額 41,400円

住居手当

①持家の場合月額 8,000円
②借家の場合
　月額 12,000円以上の家賃を支払っているときに
　限り一定の計算方法による額
　（上限 月額 27,000円）

同 － 497 千円

通勤手当
片道の通勤距離が２ｋｍ以上で、交通機関・用具
を利用する職員に支給 同 － 1,115 千円

千円 212,500

支給実績
（２１年度決算）

支給職員１人当たり

92,905

平均支給年額

同 － 2,283 千円 142,688

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政職
の制度と異
なる内容 （２１年度決算）

扶養手当
①配偶者　月額 13,000円
②配偶者以外　月額 6,500円
　　（16歳から22歳までの子　1人5,000円加算）

同 － 3,188

支給実績（２１年度決算） 5,132

職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算） 321

職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算） 324

週休日等通勤
費

交通機関での通勤者（通勤手当
として定期代相当額を支給され
ているものを除く。）

週休日又は休日に勤務命令を受けて勤務する際の交通費 交通費実費

支給実績（２０年度決算） 5,184

不快業務手当 水道局職員

手当の種類（手当数） 3

下水道マンホール内において汚泥処理作業に従事する勤務 １日につき400円

危険業務手当 水道局職員
警報発令下におけるその異常な自然現象により重大な災害が発生するおそれ
がある箇所又は発生した箇所において、その応急作業に従事する勤務 １日につき730円

支給実績（２１年度決算） 8

支給職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算） 2,800

手当の名称 主な支給対象職員

職員全体に占める手当支給職員の割合（２１年度） 94.1

主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

支給率

0 0

支給実績（２１年度決算） 0

支給職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算） 0

支給対象地域 支給対象職員数 国の制度（支給率）

支給対象者なし 0
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(３) 病院事業

    1)職員給与費の状況1) 職員給与費の状況

     ア　決算ア　決算

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、平成２１年４月１日現在の人数である。

      ３　平成２１年４月１日より地方公営企業法の全部適用を導入。

イ　特記事項

　医師以外の一般職においては、平成１５年度比較で、平成１６年度は３％、平成１７年度は５％、平成１８年度は７％

の給料月額の独自削減を実施、平成１９年度には給与構造改革を導入したうえ５％の独自削減を実施し、平成１５年度比

較で約１０％の給料削減を行っており、これを基礎として計算される手当（退職手当を除く）にも反映しているところで

す。管理職手当は平成１６年４月１日から部長職と次長職は１３％、課長職は８％を本来の額から減額しており、特殊勤

務手当は平成１９年度に大幅な見直しましたが、医師確保の観点から、平成２１年度より１７種類となっています。退職

手当は国が構造改革導入と同時に支給している調整額について、支給を凍結しています。期末勤勉手当について平成２２

年度は、医師を除き、支給率を０．３か月分削減し年間３．６５か月としており、計算の基礎額に係る役職加算について

は、６月支給分のみ凍結しています。

2) 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２２年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

3) 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（２１年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　勤勉手当

 医師 月分 月分

 医師以外 月分 月分

月分 月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

345,719 527,590

43.7 590,780

1,362,558

289,210 458,998

44.3

568,024

2.75 1.40

（ -  ） （ -  ）

2.10 1.40

小　　　　　　　　　　　樽　　　　　　　　　　　市 市町村　（一般行政職・団体平均等）

１人当たり平均支給額（２１年度） １人当たり平均支給額（２１年度）

1,150 1,416

団 体 平 均 40.1 329,831 568,963

事 業 者

43.6

37.8

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

小 樽 市 40.7 321,846 557,547

千円

1,784,586 1,366,119 563,336 3,714,041 7,690 6,852

千円

計　　　　B

２１年度 483
千円 千円 千円 千円

―

区分
職員数 給　与　費 一人当たり

給与費　B／A
（参考）類似団体平
均一人当たり給与費A 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

２１年度
　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％　

9,043,330 404,530 3,714,041 41.1

職員給与費
総費用に占める
職員給与費比率

（参考）

20年度の総費用に占
める職員給与費比率B B／A

区分
総費用 純損益又は実質収支

A

うち事務職員

うち看護師

521,896

うち医師

うち看護師

うち事務職員

うち医師

1,607,510

39.1 284,623 443,102

47.6 356,295
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イ　退職手当（２２年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

なし なし

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、２１年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当（２２年４月１日現在）

千円

円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２２年４月１日現在）

千円

　円

　％

支給職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算） 941,293

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

支給実績（２１年度決算） 38,593

7,930 6,960

59.2859.28 59.28 59.28

33.50 41.34 33.50 41.34

47.50 59.28 47.50 59.28

（支給率）　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

23.50 30.55 23.50 30.55

小　　　　　　　　　　　樽　　　　　　　　　　　市 市町村　（一般行政職・団体平均等）

医師 15 41 15

支給実績（２１年度決算） 411,680

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

支給職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算） 1,589,498

職員全体に占める手当支給職員の割合（２１年度） 53.6

手当の種類（手当数） 17

企業職員
有害業務手当

病院の診療放射線技師又は
エックス線助手

エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事する
勤務

１月につき 7,000円

企業職員
困難業務手当

病院の助産師、看護師又は
准看護師

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜（午後１０時から
翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）において行われる看護
等の業務に従事する勤務で、その勤務時間が深夜の全部を含む勤
務である場合

勤務１回につき 6,800円

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜（午後１０時から
翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）において行われる看護
等の業務に従事する勤務で、その勤務時間が深夜の一部を含む勤
務である場合で深夜における勤務時間が４時間以上であるとき

勤務１回につき 3,300円

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜（午後１０時から
翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）において行われる看護
等の業務に従事する勤務で、その勤務時間が深夜の一部を含む勤
務である場合で深夜における勤務時間が２時間以上４時間未満であ
るとき

勤務１回につき 2,900円

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師 医療職給料表の適用を受ける者が調査研究に従事する勤務 １月につき 100,000円

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師 院長及び副院長が医療業務に従事する勤務 １月につき管理者が別に定める額

医療部長が医療業務に従事する勤務 １月につき 90,000円

勤続年数が１年以上の医長が医療業務に従事する勤務 １月につき 68,000円

勤続年数が１年未満の医長が医療業務に従事する勤務 １月につき 65,000円

勤続年数が８年以上の医師が医療業務に従事する勤務 １月につき 40,000円

勤続年数が５年以上８年未満の医師が医療業務に従事する勤務 １月につき 37,000円

勤続年数が３年以上５年未満の医師が医療業務に従事する勤務 １月につき 32,500円

勤続年数が１年以上３年未満の医師が医療業務に従事する勤務 １月につき 31,000円

勤続年数が１年未満の医師が医療業務に従事する勤務 １月につき 29,500円

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師 病院に勤務する医師が患者の往診に従事する勤務
当該往診に係る往診料の
100分の50に相当する額

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師
管理者が指定する休日救急当番日において日直勤務を命ぜられた
医師が医療業務に従事する勤務

１日につき 40,000円

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師
前号に規定する日以外の日に宿日直勤務を命ぜられた医師が医療
業務に従事する勤務

１日につき 10,000円
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

（注）　平成２１年４月１日より地方公営企業法の全部適用を導入。

カ　その他の手当（２２年４月１日現在）  

円

円

円

円

円

支給実績（２１年度決算） 127,576

職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算） 365

支給実績（２０年度決算） ―

職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算） ―

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
（２１年度決算）

支給職員１人当たり

平均支給年額

（２１年度決算）

扶養手当
①配偶者　月額 13,000円
②配偶者以外　月額 6,500円
　　（16歳から22歳までの子　1人5,000円加算）

同 － 42,242 千円

住居手当

①持家の場合月額 8,000円
②借家の場合
　月額 12,000円以上の家賃を支払っているときに
　限り一定の計算方法による額
　（上限 月額 27,000円）

同 － 50,752 千円

片道の通勤距離が２ｋｍ以上で、交通機関・用具
を利用する職員に支給 同 － 36,843 千円

229,576

173,215

寒冷地手当

１１月～３月の各月の初日に在職する職員に対し
て、その世帯区分に基づき支給
①世帯主　　月額 23,360円
②準世帯主　　月額 13,060円
③非世帯主　　月額 8,800円
④その他　　支給なし

同 － 37,949

117,334

管理職手当

課長職以上の管理職に支給（独自削減あり）
①部長職　　　 月額 65,250円
②次長職　　　 月額 52,200円
③課長職　　　 月額 41,400円

同 －

休日勤務手当
休日等の正規の勤務時間帯に勤務した場合に、
１時間当たりの給与額に100分の135の割合を乗じ
て得た額を時間数に応じて支給

同 － ※時間外手当に含む

46,684 千円 542,837

通勤手当

千円 84,144

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師
正規の勤務時間外において宿日直勤務を命ぜられた医師以外の医
師が救急又は入院患者の病状急変のため呼出しを受けて診療に従
事する勤務

勤務１回につき10,000円。ただ
し、当該勤務に従事した引き続く
時間が４時間以上となったときは
20,000円、１日の中における３回
目及び４回目の呼出しのときは
5,000円とし、５回目以降は支給
せず、かつ、１日の支給限度額
は30,000円

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師 正規の勤務時間外において医師が緊急の手術に従事する勤務

勤務１回につき10,000円。ただ
し、当該勤務に従事した引き続く
時間が４時間以上となったときは
20,000円

勤務１回につき 10,000円

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師
管理者が指定する救急当番日のうち宿日直勤務を命ぜられた日以
外の日における医師の市内での待機

１日につき 5,000円

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師
休日等において宿日直勤務を命ぜられた医師以外の医師が術後回
診等に従事する勤務

１日につき 5,000円

医師又は歯科医師
兼務の発令を受け、小樽病院に勤務する医師が医療センターで、医
療センターに勤務する医師が小樽病院で、それぞれ診療に従事す
る勤務

１日につき 5,000円

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師
休日等において宿日直勤務を命ぜられた医師以外の医師が透析診
療に従事する勤務

１日につき30,000円。ただ
し、当該勤務に従事した引き
続く時間が７時間45分を超
えたときは40,000円

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師 医師が保健所の主催する健診業務に従事する勤務

交通費実費

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師 管理者が特に認める勤務 管理者が定める額

企業職員
医師業務手当

医師又は歯科医師
医師が小樽市病院事業使用料及び手数料条例施行規程（平成２１
年小樽市病院局規程第２１号）第３条第３号の表左欄に掲げる診断
書又は証明書を作成する勤務

勤務１回につき作成した同
表左欄に掲げる診断書又は
証明書の区分に応じ、同表
中欄に定める額の２分の１の
額

企業職員
医師業務手当

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

企業職員
週休日等通勤費

交通機関での通勤者（通勤
手当として定期代相当額を
支給されているものを除く。）

週休日又は休日に勤務命令を受けて勤務する際の交通費
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円

円

支給職員１人当たり

平均支給年額

（２１年度決算）

同 － 40,011 千円

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
（２１年度決算）

194,228

宿日直手当

あらかじめ割り振られた正規の勤務時間以外の時
間や休日に宿直や日直の勤務を行った場合に支
給
①通常の宿日直勤務　　1回につき 4,200円（半日
直の場合は、2,100円）
②病院において入院患者の病状の急変等に対処
するための医師又は歯科医師の宿日直勤務　1回
につき20,000円
③病院における緊急の医療従事や機器等の監視
などを伴う宿日直勤務　1回につき5,900円（半日
直の場合は、2,950円）
④常直的な宿日直勤務　月額21,000円（ただし、
勤務日数が月の2分の1以下の日数の場合は、
10,500円）

同 － 51,286 千円 493,135

夜間勤務手当

正規の勤務時間として午後１０時から翌日の午前
５時までの間に勤務を命ぜられた場合に、１時間
当たりの給与額に１００分の２５の割合を乗じて得
た額を時間数に応じて支給
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